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概 要

持続可能な開発目標 6 の達成に向けては，水インフラ輸出や水ビジネス展開等の取組を強化する

ことで，経済・社会・環境の 3 側面からの取組を進める必要がある。本稿では，水インフラ輸出促

進に向けて前提となる汚水処理の国際比較を行うとともに，「汚水管理の普及と持続」の観点から，

アジア汚水管理パートナーシップの概要および高知県における下水処理新技術開発の事例紹介を通

じて，国内・国外一体となった取組の重要性について論じた。
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1．は じ め に

持続可能な開発目標 (SDGs) の目標 6 “Clean water

and sanitation for all” では，水と衛生へのアクセスと

持続可能な管理において「誰一人取り残さない」こと

を目指しており，経済・社会・環境の 3側面からの取

組が求められている。ミレニアム開発目標 (MDGs)

においては，国際協力や国際貢献といった文脈で水関

連技術の海外展開が行われる傾向にあったが，SDGs

の達成に向けては，水インフラ輸出や水ビジネス展開

等の取組を強化することで上記 3側面からの取組を進

める必要がある。国土交通省による新下水道ビジョン

加速戦略においても，国内・国外一体となった戦略に

より，現地のニーズを踏まえた本邦技術の海外案件形

成の加速化を行うとともに，海外で培ったノウハウや

技術を還元することにより国内の下水道事業の持続化

へとつなげる重要性が指摘されている1)。

国内・国外一体となった戦略を進めるうえで，下水

道をはじめとする汚水処理の国際比較はその前提とな

る。(公社)土木学会では，日本インフラの体力診断Vol.

2 において，国際比較の観点から下水道の総合アセス

メントを取りまとめている2)。本稿の第 2章では，同

診断において筆者らが下水道WG として携わった汚

水処理の国際比較について概説する。また，国土交通

省と環境省は連携し，SDGsターゲット 6.3 のうち未

処理汚水の半減の実現に向けて，アジアの 5カ国およ

び各種機関と連携し，アジア地域における水環境改善

と汚水管理の主流化に向けて「アジア汚水管理パート

ナーシップ (AWaP : Asia Wastewater Management

Partnership)」を設立し，活動を進めている。本稿の

第 3章では，AWaPの活動方針および取組の概要を

述べる。さらに，国内・国外一体となった戦略の観点

では，人口減少が進行する日本の地方において持続可

能な未来の下水道を模索する取組は，ヒト・モノ・カ

ネの観点で汚水処理の実現が困難な発展途上国にも適

用可能と考えられる。日本の将来における人口減少社

会の縮図ともいえる高知県における下水道持続に向け

た取組と，開発技術の海外展開への挑戦について，第

4章で紹介する。以上をまとめて第 5章で今後の展望

について筆者らの私見を述べる。

2．汚水処理に関する国際比較2)

我が国における下水処理人口普及率は 2018年度末

現在で 79.3% であり，下水道による汚水処理人口の

割合が経済協力開発機構 (OECD) 加盟国の中で相対

的に低い現状にあるが，下水道の定義は各国により異

なることから一概に比較することは困難である。一方，

SDGsターゲット 6.3 の達成度を評価する指標 (indi-

cator 6.3.1) では，産業廃水および家庭廃水のうち各
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国または地域の基準にしたがって安全に処理された割

合をモニタリングしている。Fig. 1 に OECD 加盟国

における「産業廃水および家庭廃水の安全な処理割合

(2020 年)」を示しており，これは工業廃水，営業廃

水，生活廃水の処理率を集計したものである。なお，

営業廃水および生活廃水に関しては，下水道に加えて

浄化槽などにより処理された水量も含んだ値となって

いる。図より，2020 年における日本の数値は 97.8%

となっており，OECD に加盟する 38カ国の中で 7番

目に位置している。国際比較において，日本は廃水処

理の普及が十分進んでいるといえよう。

上記の indicator 6.3.1 では，各国または地域の基

準にしたがって安全に処理された割合がモニタリン

グされている。しかし，下水処理施設における放流

水質の基準 (計画放流水質) の考え方は国や地域に

よって異なることから，各国の基準に基づき安全に

処理された割合のみでは国際比較の観点で十分とはい

えない。欧州連合 (EU) では，1991年に制定された

Urban Waste Water Treatment Directive において，

下水の処理方式と放流水質基準が定められ，加盟国は

これを遵守するための国内法および州法が整備されて

いる。ここでは，処理水の放流先を①通常水域，②

富栄養化が特に懸念される重要水域 (sensitive area)，

③非重要水域 (less sensitive area) に分類し，重要水

域に対してはより厳格な水準を求めるなど，放流先に

よって異なる処理水準や放流水質を適用している。基

準項目として，全浮遊物質 (TSS)，化学的酸素要求

量 (COD)，生物化学的酸素要求量 (BOD)，全窒素

(T-N)，全リン (T-P) が設定されており，各々に対

して放流水質または削減負荷量 (流入負荷に対する削

減割合%) が指標として適用されている。TSS，COD，

BOD に関しては，測定結果のうち要求水準を満たさ

ないものの年間許容回数が定められており，水質分布

を考慮して評価される基準となっている。重要水域に

おける T-Nおよび T-Pの規制に関しては総量規制に

近い考え方が取られており，当該水域に放流する下水

処理施設全体での T-N，T-P 削減率が 75%以上であ

れば，個々の処理場には規制を適用しなくてもよいこ

とになっている。上記いずれにおいても，個別の時間

や場所における水質管理ではなく，放流水域における

年間での総合的な水質管理という EUの考え方が伺え

る。

これに対して日本では，下水道法施行令の一部を改

正する政令により計画放流水質を定め，水処理施設は

計画放流水質の区分に応じて，その水質基準に対応可

能な方法で下水を処理する構造とするよう定めている。

計画放流水質として最大値が設定されている点は上記

の EUとは異なり，水質基準項目の測定方法にも違い

があることに注意する必要がある。EU では，BOD

に関しては硝化阻害剤を添加して測定する，いわゆる

C-BOD として規定されており，その基準値は 25

mg/Lとなっている。一方，日本では硝化抑制を行わ

ない方法で BOD を測定することとしており，10

mg/L 以下または 15 mg/L 以下が計画放流水質とし

て設定されている。このように，日本と EUでは放流

水質基準の考え方が異なることから，基準の達成状況

等を単純に比較評価することはできないが，BOD に

関して日本の方がより厳しい基準を設定しているとい

えよう。下水道統計4)によると，放流水 BOD 濃度

(令和元年度：n=2187) は，中央値：2.2 mg/L，平均
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Fig. 1 Proportion of safely treated wastewater flow in OECD member countries in 20203)



値：2.9 mg/L，75% 値：3.5 mg/L，90% 値：5.5 mg/

L，外れ値に相当する 75% 値+1.5×IQR (四分位範

囲) で表される上内境界点：6.5 mg/Lであった。全

国の大半の下水処理施設において計画放流水質を十分

に下回る放流水質を得ていることから，日本の下水道

は有機物除去の観点で放流先の公共水域の水質保全に

十分貢献していると評価できよう。

3．アジア汚水管理パートナーシップの活動
方針および取組の概要

第 2章で示したように，SDGsターゲット 6.3 の達

成度評価指標 (indicator 6.3.1) として，「産業廃水お

よび家庭廃水のうち各国または地域の基準にしたがっ

て安全に処理された割合」がモニタリングされている。

国連の統計によると，世界平均は 56% (2020年) で

あるのに対して，タイでは 24% (2015年−2020年)，

フィリピンでは 43% (2020 年)，ラオスでは 10%

(2020年) にとどまり，カンボジア，ベトナム，ミャ

ンマー，インドネシアではそもそも統計データがない

(Data not available) など，シンガポール (100%：

2020 年) とマレーシア (88%：2020 年) を除く東南

アジア諸国では汚水管理が極めて遅れている5)。

こうした状況を踏まえて，2017年 12月 11日〜12

日にミャンマー連邦共和国ヤンゴン市で開催された第

3回アジア太平洋水サミットにおいて，日本はアジア

汚水管理パートナーシップ (AWaP) の設立を提案し，

これを踏まえて同年 12 月 13 日に AWaP 設立準備

ワークショップがヤンゴン市で開催された。国土交通

省および環境省がワークショップを主催し，日本，

ミャンマー，カンボジア，ベトナム，インドネシア，

フィリピンの 6カ国に加えて，国際協力機構 (JICA)，

国際連合アジア太平洋経済社会委員会 (UNESCAP)

などが参加した。ワークショップでは，アジアにおけ

る汚水管理の主流化に取り組むため，AWaPの第一

回会合を 2018年の夏に日本国・北九州市で開催する

ことが合意された。AWaP の活動方針 (案) を Fig.

26)に示す。AWaP は，SDGs ターゲット 6.3 のうち

「未処理汚水の割合半減」の達成を目標とするパート

ナーシップであり，アジア諸国の汚水管理への取組を

促進するため，(1) 汚水管理の意識向上，(2) 汚水管

理のモニタリング，(3)共通課題の解決を活動の柱と

している。(1) では，国際社会，各国各層に汚水管理

を浸透させ政策の優先順位を向上させること，汚水処

理施設の整備後も施設を持続的に維持管理する重要性

を認知させることを行う。(2) では，各国における水

環境の状況や汚水管理を普及させるために必要な取組

に関する情報共有を行う。(3) では，各国共通の課題

を解決するためのモデルやガイドラインの作成・共有

を行う7)。AWaP 第一回総会 (2018年 7月 25日北九

州市) に引き続き，2021年 8月 18日には第二回総会

がオンラインで開催され，汚水処理施設の効率的な整

備方策の必要性，課題解決方策の検討および活動計画

策定の必要性などが共通課題として確認された。また，

共通課題解決に向けた 3つの方策として「集中汚水処

理と分散汚水処理の組み合わせによる整備」，「非開削
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による管路の敷設整備」，「地域の条件に応じた下水道

技術の展開」が日本から提案され，参加各国から基本

的に賛成とのコメントを得た。これらは，水インフラ

輸出の取組により日本が貢献しうる分野である。さら

に，2022年 4月 23日〜24日に熊本市で開催された第

4回 アジア・太平洋水サミットでは，「熊本水イニシ

アティブ」が発表され，AWaPを 6カ国から拡大し，

東南アジア各国の知見・経験・課題解決策を共有する

方針が示された8)。このように，AWaPを通じたアジ

ア各国の「未処理汚水の割合半減」の達成に寄与する

我が国の取組は一層進展しつつある。

4．高知県の事例から考える国内・国外一体
の取組

高知県では全国に 15 年先行して人口の自然減が

1990年に始まり，それにともなう人材確保の課題や

厳しい財政状況，南海トラフ地震の発生想定，全国

ワースト 3の下水道処理人口普及率など，汚水処理の

普及と持続に向けた課題が山積している。こうした厳

しい状況を逆転の発想でとらえ，これらの課題を解決

しうる革新的水処理技術の開発と実装を目指した取組

が産官学の連携により行われてきた (Table 1)。OD

法における二点 DO 制御システムは，中小規模の下

水処理プロセスとして広く採用されているオキシデー

ションディッチ法の省エネルギー化を実現する新技術

である。縦軸型曝気装置の標準設計と比較して消費電

力を約 30% 削減可能，また流入条件によって処理能

力増強が可能な技術であり9)，全国 9 カ所の下水処理

場への導入が決定している (2021年 8月現在)。無曝

気循環式水処理技術は，散水ろ床型の下水処理技術で

あり，日本下水道事業団 (JS) がベトナム国ダナン市

で海外向け技術確認を行った「先進的省エネ型下水処

理システム」をベースとして，国土交通省による下水

道革新的技術実証事業 (B-DASHプロジェクト) に

より日本の放流水質基準に適合する技術へと進化させ

たものである10)。本技術は，JICA無償資金協力事業

「ホイアン市日本橋地域水質改善事業」で採用され，

2018 年にベトナム国ホイアン市にて竣工している。

本技術は，ベトナムと日本を往復しながら技術開発と

実装が進められており，国内・国外一体の技術開発の

好事例の一つといえよう。DHS システムを用いた水

量変動追従型水処理技術は，処理水量に追従したダウ

ンサイズが可能な散水ろ床型水処理技術として

B-DASHプロジェクトにより開発された11)。本技術

は，2018年にタイ王国コンケン市で下水道技術海外

実証事業 (国土交通省) による実証が行われるととも

に，2022年には「DHS法を用いたエネルギー最小型

下水処理ユニット」として JS による海外向け技術確

認を取得している。このように，本技術も国内・国外

一体の技術開発の好事例の一つとして，今後の展開が

期待される。なお，JS による海外向け技術確認はこ

れまで 2技術に対して行われているが，そのいずれも

が高知県と関わりがある技術である。このことは，日

本における条件不利地の下水道持続のために開発され

た技術は，海外展開においても優位性があることを示

唆しており，水インフラ輸出の促進に向けて国内・国

外一体の取組が重要であると言えよう。

5．お わ り に

持続可能な開発目標 (SDGs) の目標 6 では，水と

衛生へのアクセスと持続可能な管理において「誰一人

取り残さない」ことを目指している。SDGs は 2030

年までに持続可能な世界を目指す国際目標であるが，

2030年以後も「誰一人取り残さない汚水管理」を持

続させることが重要である。これを実現するには，東

南アジアをはじめとする国外の汚水管理の普及に対す

る貢献と，人口減少が進行する未来の日本における汚

水管理の持続とを一体的にとらえる視点が欠かせない。

「汚水管理の普及と持続」という観点で整理すること

により，いわゆるヒト・モノ・カネの課題を同時に解

決しうる技術の開発と普及展開を国内・国外一体の取

組として進める重要性が理解され，将来にわたって誰

一人取り残さない汚水管理が世界で実現することを

願っている。
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